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1. はじめに 
 本報では、高温ガス炉における深層防護の考え方に関する研究専門委員会での議論と、2030 年代の運転開

始を目指し設計検討を進めている高温ガス炉実証炉における深層防護実装に関する検討例を紹介する。 
2. 深層防護の考え方 
2-1. 深層防護とは 
深層防護（Defense-in-Depth）とは、不確かさへの備えとして「複数の防護策によって、防護の信頼性を向

上させる考え方」である。深層防護の具体的な適用方法（防護層の定義・数の設定など）は、設計対象の特

性に応じて適切な実装方法を検討することが求められる[1]。 
2-2. 高温ガス炉における防護層の検討 

研究専門委員会では、IAEA[2]や WENRA[3]等の考え方を参考に、高温ガス炉向けの深層防護の姿について

議論が行われた。高温ガス炉の安全確保の最終目的は、軽水炉同様、周辺環境の放射線リスクを可能な限り

低減することであり、防護層の構成としては、安全目的達成のための上位概念（すなわち設計対応としての

「放射性物質放出の恐れがある事故の発生防止」「同事故の影響緩和」、及びサイト外対応としての「放射線

影響の緩和」）のうち、前者 2 段階を図 1 のように分解して考える案が提案された。 
ここで、高温ガス炉における防護層は、軽水炉のように「炉心損傷防止」「格納容器損傷防止」を目的とし

た層（IAEA の 4a, 4b に相当する層）を独立して設定しておらず、事故進展の結果として「著しい炉心損傷」

の状態を現時点で設定していない。この前提の妥当性については研究専門委員会にて継続して議論中である

が、図 1 は、高温ガス炉の「固有の安全性」が機能する設計によって、仮に防護レベル 4 において事故影響

緩和策が機能しない場合でも「著しい炉心損傷」まで進展させない設計が可能という前提で整理されたもの

である。 
2-3. 高温ガス炉実証炉の設計検討例 

図 1 に示す防護層設定において、高温ガス炉実証炉での影響緩和対策及びその層間独立性確保の考え方を

図 2 に示す。高温ガス炉実証炉においても、防護レベル 1 及び 2 における影響緩和対策は軽水炉と同様の考

え方に基づくが、レベル 3 及び 4 に対しては、「固有の安全性」が機能する設計に基づき、信頼性の高い影響

緩和対策の採用を検討している。そのため、レベル 3, 4 の防護層から次の層へ進展する頻度は軽水炉に比べ

て小さくなり、かつ被覆燃料粒子の高い閉じ込め性能により、被ばく影響も小さくなると期待できる(図 3)。 

3. まとめ 

 研究専門委員会における高温ガスの深層防護の考え方の議論、及び実証炉での検討例を示した。今後は、

具体的な事故シーケンスの選定とその発生頻度評価、及び被ばく影響評価を進め、高温ガス炉実証炉の安全

設計の妥当性を確認する。 
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図 1 高温ガス炉における深層防護レベルの設定案 

 

 
図 2 高温ガス炉実証炉での、各防護層の影響緩和策及びその層間独立性確保の考え方 

 

 
図 3 高温ガス炉実証炉の深層防護案 
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